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平成20年５月15日 

各  位 

会 社 名 株式会社朝日工業社 

代表者名 代表取締役社長  髙須 康有 

（コード番号 1975 東証・大証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 

     総務副本部長   海野  清 

（TEL 03-3432-5711） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成20年６月27日に開催予定の当社第

79回定時株主総会(以下｢本定時株主総会｣といいます。)に、定款の一部変更について付議する

ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

 

(1)  当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上さ

せることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規

模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、およびその内容の評価・検討等に必要な期間

の確保を求めるために、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(以下｢本対応方

針｣といいます。)を導入することが当社にとって必要であると考えておりますが、かかる本

対応方針の導入等にあたっては、株主の皆様の意思確認を行うことが望ましいと考え、本対

応方針の導入を本定時株主総会へ付議することといたしました。つきましては、株主の皆様

のご意思を法的に明確な形で反映させるために、株主総会の決議により本対応方針の導入、

変更、継続および廃止を決定できるように、根拠規定として定款第 22条を新設するもので

あります。 

(2)  取締役会設置会社においては、会社法上、新株予約権の無償割当てに関する事項は、取締

役会の決議のみをもって決定することが可能とされております (会社法第 278条第 3項本

文)が、当社取締役会は、本対応方針の一環としての新株予約権の無償割当てを行う場合に

つきましては、株主の皆様の意思の尊重の観点から、会社法第 278条第 3項但書に基づき、

新株予約権の無償割当てを株主総会の決議または株主総会による委任に基づく取締役会の決

議によることも可能とすることが望ましいと考え、根拠規定として定款第 15条を新設する

ものであります。 

  なお、定款第 15条第 2項は、本対応方針の一環として新株予約権無償割当てが行われる

場合には、新株予約権の内容として、本対応方針に定める一定の者はその新株予約権の行使
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または当社による取得に当たり他の新株予約権者とは異なる取扱いを受ける旨の事項を定め

ることがあることから、この旨をあらかじめ明らかにするものです。 

 

(注) 本対応方針については、本日付けで別途開示しております｢当社の株券等の大規模買付

行為に関する対応方針(買収防衛策)について｣をご参照下さい。 

 

(3)  変化の激しい経営環境下において、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速

に対応できる経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を１年に短縮するべく、

現行定款第25条(取締役の任期)を変更するものであります。 

 

(4)  その他、定款第 15条および第22条の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであ

ります。 

 

2. 定款変更の内容 

変更の内容は、次の通りであります。 

(下線部分は変更箇所) 

現行定款 変 更 案 

  

第2章 株 式 第2章 株 式 

  

（新 設） 第 15条（新株予約権無償割当てに関する事項

の決定） 

(1) 当会社は、新株予約権の無償割当

てに関する事項については、取締

役会の決議によるほか、株主総会

の決議、または株主総会の決議に

よる委任に基づく取締役会の決議

により決定する。 

 (2) 当会社は、第 22条第２項に規定す

る当会社の株券等の大規模買付行

為に関する対応方針の一環とし

て、前項に基づき新株予約権の無

償割当てに関する事項を決定する

にあたっては、新株予約権の内容

として、新株予約権者のうち一定

の者はその新株予約権の行使また

は取得にあたり他の新株予約権者

とは異なる取扱いを受けることを

定めることができる。 

  

第3章 株主総会 第3章 株主総会 

  

第15条～第20条 第16条～第21条 

（条文省略） （現行どおり） 
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現行定款 変 更 案 

  

（新 設） 第22条（決議事項） 

 (1) 株主総会においては、法令または

本定款に別段の定めがある事項を

その決議により定めるほか、当会

社の株券等の大規模買付行為に関

する対応方針の導入、変更、継続

および廃止に関する決議を行うこ

とができる。 

 (2) 前項における「当会社の株券等の

大規模買付行為に関する対応方

針」とは、当会社が資金調達また

は業務提携などの事業目的を主要

な目的とせずに新株または新株予

約権の発行を行うこと等により当

会社に対する買収の実現を困難に

する方策のうち、当会社の企業価

値ひいては株主共同の利益を損な

うおそれのある者による買収が開

始される前に導入されるものをい

う。また、「導入」とは、当会社

の株券等の大規模買付行為に関す

る対応方針の具体的内容を決定す

ることをいう。 

  

第21条～第22条 第23条～第24条 

（条文省略） （現行どおり） 

  

第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会 

  

第23条～第24条 第25条～第26条 

（条文省略） （現行どおり） 

  

第25条（任 期） 第27条（任 期） 

取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

ただし、増員または補欠として選任さ

れた取締役の任期は、在任取締役の任

期の満了する時までとする。 

取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとす

る。 

ただし、増員または補欠として選任さ

れた取締役の任期は、在任取締役の任

期の満了する時までとする。 

  

第26条～第42条 第28条～第44条 

（条文省略） （現行どおり） 

  

(注) なお、上記定款変更案は本日開催の取締役会で決議した内容ですが、本定時株主総会に上
程する際には、上記の内容に加え、上記以外の変更を含む定款変更案を上程する場合があ

ります。かかる場合には、適用ある法令等および証券取引所規則に従って適時適切に開示
いたします。また、上記の定款変更案の文言等の修正等を行う場合があります。 
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3. 日程 

 

定款変更のための株主総会開催日  平成20年6月27日 (金曜日) 

定款変更の効力発生日    平成20年6月27日 (金曜日) 

以 上 


